
高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及び 
高崎市榛名児童館指定管理者募集要項 

 
１ 名 称 高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及び 

高崎市榛名児童館 

２ 所 在 地 高崎市下室田町９００番地４ 

３ 建物概要 鉄骨造２階建て（高崎市榛名図書館が併設） 

４ 施設概要 ＜高崎市榛名福祉会館＞ 

会議室１・２、調理室、ボランティア室１・２、相談室、事務室、 

エントランスホール、ボランティア倉庫 

＜高崎市榛名地域活動支援センター＞ 

作業室、食堂、日中一時支援室、休憩室、事務室、倉庫等 

＜高崎市榛名児童館＞ 

遊戯室（幼児）、遊戯室（学童）、図書スペース、集会スペース、 

事務スペース、屋外広場等 

※集会スペースは、遊戯室（幼児）内に設置 

 

５ 管理運営の概要 

管理運営の概要については、別添【参考資料】をご参照ください。 

 

６ 指定管理者が行う管理の基準 

高崎市福祉会館設置及び管理に関する条例（平成１７年高崎市条例第８６号）及び高崎市地

域活動支援センター設置及び管理に関する条例（平成１９年高崎市条例第１７号）及び高崎市

児童館条例（昭和５４年高崎市条例第１６号）の規定並びに高崎市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成１７年高崎市条例第１号）によるもののほか、利用時間及

び休館日に関する基準その他規則、高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援センター及

び高崎市榛名児童館指定管理業務仕様書（以下「仕様書」という。）及び高崎市榛名福祉会館、

高崎市榛名地域活動支援センター及び高崎市榛名児童館の管理に関する基本協定書（以下「協

定書」という。）で定める管理の基準に従って、高崎市榛名福祉会館、高崎市榛名地域活動支援

センター及び高崎市榛名児童館（以下「榛名福祉会館等」という。）の管理を行っていただきま

す。 

 

７ 指定管理者が行う業務 

（１）利用の手続、制限その他榛名福祉会館等の利用に関すること。 

（２）榛名福祉会館等の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

（３）榛名地域活動支援センターでの障害者に対する指導及び訓練に関すること。 

（４）榛名児童館の事業の実施に関すること。 

（５）その他榛名福祉会館等の管理運営に必要な業務 

具体的な業務内容及び履行方法については、仕様書等によります。 



なお、上記の業務のほか、榛名福祉会館等の設置目的に合致し、指定管理に係る業務に支

障のない範囲において、施設の利用促進又は利用者の利便性向上を目的とした自主事業を、

指定管理者の責任と費用により実施することができます。 

 

８ 指定管理者の収入等 

（１）指定管理料 

市から指定管理者に支払う管理費用（指定管理料）については、指定申請時に提案された

収支予算書で示された額を基本として、会計年度ごとに予算の範囲内で市と指定管理者とが

協議した上で年度協定を締結して支払うこととします。 

指定管理料の上限額は、次のとおりとします。（消費税及び地方消費税を含む。） 

年 度 指定管理料（円） 

令和８年度 ４０，０１２，０００ 

令和９年度 ４０，０１２，０００ 

令和１０年度 ４０，０１２，０００ 

令和１１年度 ４０，０１２，０００ 

令和１２年度 ４０，０１２，０００ 

（２）自主事業収入 

施設の利用者が指定管理者の自主事業に参加するときに支払う料金など、自主事業により

生じる全ての収入は、指定管理者の収入となります。 

（３）管理口座 

管理業務に係る収入及び支出については、本事業のために口座を開設して管理してくださ

い。 

なお、指定管理料、自主事業収入、その他雑入等の収入については、それぞれ混同するこ

とのないように管理してください。 

 

９ 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

１０ 指定管理者の公募に関する事項 

（１）指定管理者選定の手続き 

令和７年 ７月 １日（火）募集要項等の配布開始、参加表明書の受付開始 

令和７年 ７月１０日（木）募集要項等の配布終了 

令和７年 ７月１８日（金）参加表明書の受付終了 

令和７年 ７月２８日（月）現地説明会の開催 

＊現地での説明会を要しないと認められる場合又は天災その

他の事情により開催に支障がある場合は、現地説明会を

別途行う募集要項等の説明会に代えることがあります。 

令和７年 ８月 ４日（月）募集要項等に関する質問書の受付締め切り 

令和７年 ８月１５日（金）募集要項等に関する質問に対する回答 



令和７年 ８月１８日（月）申請書類の受付開始 

令和７年 ８月２９日（金）申請書類の受付締め切り 

令和７年 ９月      審査 

※書類審査及びプレゼンテーション審査により選定します。

プレゼンテーション審査の対象者には別途連絡します。 

令和７年１０月      指定管理者の候補者（優先交渉権者・次点交渉権者）の選定、

通知 

令和７年１１月       仮基本協定の締結 

令和７年１２月      市議会の議決後、指定管理者の指定 

令和８年 ４月 １日（水）指定管理者による施設管理運営の開始 

（２）募集要項等の配布 

募集要項、仕様書等指定管理者の募集に係る資料を配布します。 

ア 配布期間 

令和７年７月１日（火）から令和７年７月１０日（木）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）第３条に規定する休日をいう。以下同じ。）を除きます。 

イ 配布する時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きます。 

なお、高崎市ホームページでは、配布期間内の終日ダウンロードができますが、配布最終

日は午後５時をもって掲載を終了します。 

（３）参加表明書の受付 

公募に参加を予定している企業等は、別添参加表明書に必要事項を記入して、持参により

一部提出してください。 

ア 参加表明書を提出できる者 

申請資格を有するもの（申請日において申請資格を有することが確実に見込まれるものを

含む。）で、申請を予定する者 

イ 受付期間 

令和７年７月１日（火）から令和７年７月１８日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。 

ウ 受付時間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除きます。 

（４）現地説明会の開催 

参加表明者（参加表明書を提出した企業等）を対象として、本施設の視察及び募集要項等

の説明会を開催します。参加人数は１団体につき２名までとし、参加団体名と参加者の氏名

をあらかじめ連絡してください。 

現地説明会（現地説明会に代えて募集要項等の説明会を開催したときは募集要項等の

説明会）の参加を申請の要件としますので、必ず参加してください。 

ア 開催日時 

令和７年７月２８日（月）午後２時から２時間程度 



イ 開催場所 

説 明 会：高崎市榛名福祉会館会議室 

現地視察場所：高崎市榛名福祉会館等 

＊ 現地説明会に代えて募集要項等の説明会を開催する場合は、開催日時、会場等を別途お知

らせします。 

（５）募集要項等に関する質問の受付及び回答 

参加表明者を対象として、募集要項等の内容に関して質問を受け付けます。 

ア 質問方法 

別添質問書に質問の要旨を簡潔にまとめて、電子メール等で提出してください。 

イ 提出の期限 

令和７年８月４日（月）午後５時 

ウ 回答方法 

令和７年８月１５日（金）に、すべての参加表明者に文書で回答します。 

回答内容は、募集要項、仕様書と一体のものとしての効力を有するものとします。 

（６）申請書類の受付 

ア 受付期間 

令和７年８月１８日（月）から令和７年８月２９日（金）まで 

ただし、土曜日、日曜日及び休日を除きます。 

イ 受付期間 

午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までの間を除きます。 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留）により提出してください。ただし、郵送による場合は締切日必着と

します。 

エ 提出部数 

紙媒体：正本１部、副本１部 

記憶媒体：ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒ（いずれもＲＷ不可）１枚 

＊ 紙媒体と記憶媒体の資料は同一のものとし、記憶媒体の資料はＰＤＦ形式とした

上で、原則１つのファイルにまとめてください。なお、提出された各媒体は返却

しません。 

オ 申請に関する費用 

申請に関する費用は、申請者の負担とします。 

 

１１ 申請要件に関する事項 

（１）申請の資格（事業協同組合若しくは事業協同小組合が申請する場合及び有限責任事業組

合が申請する場合を除く。） 

次に掲げる項目の全てを満たす法人又は団体。法人格は必ずしも必要としませんが、個人

及び複数の団体からなるグループによる申請はすることはできません。 

１）当該施設の指定管理者指定の申請書を提出した日現在、高崎市内に営業所（法人格を有し

ない場合は事業所等）を有する者 



２）指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できる者 

３）市が当該施設の指定管理者の募集に当たって開催した現地説明会（現地説明会に代え

て募集要項等の説明会を開催したときは募集要項等の説明会）に参加した者 

４）次のいずれの事項にも該当しない者 

ア 本市又は他の地方公共団体における一般競争入札等の参加を制限されている者 

イ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定による指定の取

消しを受けてから５年を経過していない者 

ウ 指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情により、

指定管理者の候補者の取消しを受けてから５年を経過していない者 

エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の決定がなされた者

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の決定がなされ

た者 

オ 団体又は団体の代表者若しくは団体の構成員が指定暴力団、指定暴力団の構成員又は指

定暴力団の利益となる活動を行う者 

カ 市税、県税及び国税について滞納がある法人（法人格が無い場合は代表者） 

（２）事業協同組合又は事業協同小組合の申請要件等 

中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合又は事業

協同小組合（以下「事業協同組合等」とします。）が申請する場合の要件等は、次のとお

りです。 

  ア 当該施設の指定管理者の指定申請書を提出する日現在、高崎市内に営業所（法人格

を有しない場合は事業所等）を有する者を少なくとも一者以上、組合員とするものと

します。 

イ 組合員は、同一の公の施設の指定管理者の指定申請において、事業協同組合等と重

複して申請することはできません。 

  ウ 事業協同組合等が第１号イ及びウに該当する必要があります。ただし、同号ウにつ

いては、事業協同組合等を一の団体として規定を適用します。 

エ 事業協同組合等の全ての組合員が、第１号４（ア）から（カ）までのいずれにも該当

しない者である必要があります。 

（３）有限責任事業組合の申請要件等 

有限責任事業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４０号）に基づく有限責任事

業組合が申請する場合の要件等については、前号の規定を準用します。 

（４）欠格事項 

次の事項に該当する者は、申請資格を失うものとします。また、指定管理者の候補者に選

定後に判明した場合には、資格を取り消す場合があります。 

１）申請者又はその関係者等が指定管理者の選定に関して、市又は選定委員会委員に対し不当

な働きかけ等を行った場合 

２）申請書類等に虚偽の内容があった場合 

３）申請書類の提出の期限までに、提出に必要な書類が整わなかった場合 

 



１２ 申請関係書類 

（１）指定管理者の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書（高崎市公の施設に係

る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１７年高崎市規則第６１号）様

式第１号）に次に掲げる書類を添えて、受付期間内に市長に提出してください。なお、事

業協同組合等又は有限責任事業組合が申請する場合は、当該事業協同組合等又は有限責

任事業組合に係るものを提出するとともに、事業協同組合等が申請する場合には本事業

に当たる全ての組合員に係るものを、有限責任事業組合が申請する場合には全ての組合

員に係るものを提出してください（ア及びイに掲げる書類は、各書類の様式に指示がある

場合に限ります。）。 

１）団体等の概要及び宣誓書 

２）指定管理者の指定を受けようとする公の施設の指定期間内における管理運営に関する各年

度の事業計画書及び収支予算書 

３）当該団体の定款若しくは寄附行為又は有限責任事業組合契約書の写し及び登記事項証明書

（法人以外の団体にあっては、これらに相当する会則等の書類） 

４）当該団体の申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分

に関する書類及び財産目録（法人以外の団体はこれらに類する書類） 

５）就業規則（法人以外の団体はこれに類する書類） 

６）納税証明書（市税、県税及び国税について未納税額のないことの証明、法人以外の団体は

その代表者のもの） 

７）身分証明書（法人は代表取締役、法人以外の任意団体はその代表者のもの） 

８）労働保険料納付済証明書（労働者を使用する法人の場合のみ） 

９）ＩＳＯ１４００１を取得している者は登録証の写し 

※証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内のものとしてください。 

（２）申請書類の取扱い 

１）市が提供する資料は、申請に関する検討以外の目的で使用することを禁じます。 

また、検討の目的の範囲内と認められる場合であっても、市の了承を得ることなく第三者

に対して、当該資料を使用させることや内容を提示することを禁じます。 

ただし、以下の情報についてはその対象とはしません。 

ア 公知となっている情報 

イ 第三者により、本業務に関し合法的に入手できる情報 

２）提出された申請書類は、高崎市の行政文書として取り扱います。 

市民等から情報公開請求があった場合には、高崎市情報公開条例（平成１４年高崎市条例

第４２号）に基づき処理します。（行政文書は、同条例第７条各号に定める非公開情報を除き

原則として公開します。） 

 

１３ 選定に関する事項 

（１）選定方法 

書類による審査を行うほか、書類審査を通過した者を対象にプレゼンテーション審査を開

催して総合的に評価し、指定管理者の候補者（優先交渉権者及び次点交渉権者）を決定しま



す。 

プレゼンテーションの日時及び会場については、対象者に別途通知します。 

（２）選定の基準 

高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年高崎市条例第

１号。以下、「手続条例」とします。）第４条に定める基準に基づき、次の観点から事業計画

書及び収支予算書等の内容を審査します。 

１）市民の平等な利用に対する配慮が適切であること。 

２）サービス向上、利用促進等の施設の効用を最大限に発揮することが期待できる工夫に優れ

ていること。 

３）安全管理、危機管理対策等の施設の維持管理計画が適切であること。 

４）管理に係る経費の縮減が図られること。 

５）安定した管理を行う能力を有する者であること。 

６）その他施設の設置目的又は性格等により必要と認められる基準 

（３）審査結果の通知及び公表 

市は、指定管理者の候補者（優先交渉権者及び次点交渉権者）を選定したときは、審査結

果をすべての申請者に文書で通知します。 

また、審査結果を高崎市のホームページに掲載して公表します。 

 

１４ 管理業務に関する協議及び仮協定の締結 

（１）市と優先交渉権者は、指定管理者の募集の際に市が示した仕様書及び協定書（案）、申請者

が提出した申請書類の内容を基本として、管理業務の詳細に関する協議を行います。 

（２）市と優先交渉権者の協議が不調となった場合、又は、優先交渉権者に公の施設の管理業務

を委任することが適当でない事情が判明した場合等、優先交渉権者を指定管理者に指定する

ことが不適当となったときには、市は優先交渉権者との協議を終了し、次点交渉権者と管理

業務の詳細に関する協議を行うこととします。 

（３）上記の協議が成立したときは、市と指定管理者の候補者との間で仮基本協定を締結します。

仮基本協定書は、高崎市議会の議決を経て候補者を指定管理者に指定したときは、手続条例

（平成１７年高崎市条例第１号）第８条に規定する協定書とするものとします。 

 

１５ 指定管理者の指定 

市は、市議会の議決を経て指定管理者を指定します。 

指定を行った際は、市と指定管理者の間で次のとおり協定を締結します。 

（１）基本協定 

指定期間を通じて締結するもので、管理の内容及び基準等について取り決めます。 

なお、１４（３）に規定する仮基本協定が市議会の議決により自動的に基本協定に移行す

るため、改めての協定締結は不要となります。 

（２）年度協定 

年度ごとに締結するもので、指定管理料の額及び支払方法等について取り決めます。 

 



１６ 担当部署（募集要項等配布、各種問い合せ、申請書類受付等） 

〒３７０－８５０１ 高崎市高松町３５番地１ 

高崎市福祉部社会福祉課地域福祉担当（市役所１階２番窓口） 

電 話：０２７－３２１－１２４３（直通） 

ＦＡＸ：０２７－３２６－８８７６ 

メールアドレス：shakaifukushi＠city.takasaki.gunma.jp 

  



【参考資料】 

管理運営の概要 

 

（１）榛名福祉会館等管理運営事業収支（令和３年度～令和５年度） 

【全体】                        （単位：円） 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収
入 

指定管理料 38,317,000 38,317,000 38,317,000 

その他 7,976,068 9,061,522 8,608,668 

合計 46,293,068 47,378,522 46,925,668 

支
出 

人件費 30,082,048 31,034,497 31,526,688 

保守点検委託料 4,322,740 4,048,290 3,999,890 

その他 10,129,357 12,722,098 10,595,891 

合計 44,534,145 47,804,885 46,122,469 

収支 1,758,923 -426,363 803,199 

 

【榛名福祉会館】                    （単位：円） 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収
入 

指定管理料 15,237,000 16,051,000 17,733,000 

その他 6,679,474 7,780,722 7,061,262 

合計 21,916,474 23,831,722 24,794,262 

支
出 

人件費 13,066,032 13,298,298 13,351,845 

事務費 548,215 620,688 388,608 

事業費 5,216,704 7,732,259 6,473,050 

保守点検委託料 4,322,740 4,048,290 3,999,890 

合計 23,153,691 25,699,535 24,213,393 

収支 -1,237,217 -1,867,813  580,869 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【榛名地域活動支援センター】              （単位：円） 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収
入 

指定管理料 12,380,000 11,807,000 10,522,000 

作業売上高 1,291,394 1,275,000 1,541,206 

その他 0 0 0 

合計 13,671,394 13,082,000 12,093,206 

支
出 

人件費 7,786,429 8,527,693 8,533,067 

人件費（利用者賃金） 1,291,394 1,275,000 1,541,206 

事務費 237,734 291,325 256,596 

事業費 2,003,800 2,227,416 1,841,541 

合計 11,319,357 12,321,424 12,172,410 

収支 2,352,037 760,576 -79,204 

 

【榛名児童館】                     （単位：円） 

項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

収
入 

指定管理料 10,700,000 10,459,000 10,032,000 

その他 5,200 5,800 6,200 

合計 10,705,200 10,464,800 10,038,200 

支
出 

人件費 7,938,193 7,933,516 8,100,570 

事務費 150,845 208,546 170,281 

事業費 1,972,059 1,641,864 1,465,815 

合計 10,061,097 9,783,926 9,736,666 

収支 644,103 680,874 301,534 

 

（２）榛名福祉会館等利用状況（令和５年度） 

【榛名福祉会館】   （単位：人） 

会議室１ 186 

会議室２ 98 

会議室１・２ 2,682 

調理室 277 

ボランティア室１ 52 

ボランティア室２ 5 

ボランティア室１・２ 1,298 

相談室 161 

エントランス使用者 6,439 

合計人数 11,198 

 

 



【榛名地域活動支援センター】（単位：人） 

延べ利用人数 2,138 

 

【榛名児童館】    （単位：人） 

幼児 3,573 

小学生 
低学年 588 

高学年 327 

中高生 446 

保護者 3,782 

合計 8,716 

 

（３）人員配置の概要 

令和５年度の管理運営は、以下の人員体制でした。 

【榛名福祉会館】責任者１名、担当者７名 

【榛名地域活動支援センター】責任者１名、担当者５名 

【榛名児童館】責任者１名、担当者 4 名 


